
確認事務の委託手続

業務説明会

駐車監視員資格者講習
・資格者証の交付

法　人　登　録

入　札　・　契　約

改　正　法　施　行

・・・・・　平成１７年６月以降

・・・・・　平成１７年７月以降

・・・・・　平成１７年秋～平成１８年４月頃

・・・・・　平成１８年６月１日

準備行為開始 ・・・・・　平成１７年４月１日
　

各種の準備作業 ・・・・・　駐車監視員の選任・教育訓練、巡回計画書等
　　　の策定、制服等の調達など

講習は、受託法人選定後も必要に応じて実施

＊　以下の手続は、各都道府県警察ごとに実施されることとなる。

　各都道府県警察が、確認事務の委託に係る手続、内
容等について説明を行うために開催　
　

別紙２


